
貨物会社は、現時点においては、
「昇給額表に記載している、等級
及び評価に応じた昇給は実施する
ものの、ベースアップについては
実施できる状況にない」との考え
方を明らかにした。

社員は感染の危険と隣り合わせの劣悪な労働条件のもと、
昼夜を問わず安全・安定輸送の確保に向け努力を続けてい
る。コロナ禍による減収を社員犠牲に求めることは許され
ないものである。今こそ社員の労苦に応え、生活改善が実
感できる賃上げを行い、健康で安心して働き続けられる労
働環境、生活基盤の底上げを図ることこそが経営の責任で
あり、5,000円の賃上げで将来展望を示すことが求められ
ている。

日々の安全輸送を担う社員と家族の切実な要求に応え、
ベースアップの実施で賃金改善を決断するよう強く要請す
るものである。

貨物会社の「現時点の考え方」に対して抗議

するとともに、再考と要求満額獲得を求める貨

物会社への緊急行動を展開しよう。

客貨一体となって春闘勝利に向け全力を挙げよう
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